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第７回美里町農業委員会定例総会 

 

１ 開 催 日 令和元年７月２５日(木)午後１時３０分から午後２時３０分 

 

２ 開催場所 美里町役場南郷庁舎２階 ２０２会議室 

 

３ 出席委員（１６名） 

   １番 小野 保裕   ２番 後藤 幸太郎   ３番 大﨑 幸信 

   ４番 我妻 卓美   ５番 古内 世紀   ６番 久道 雄悦 

   ７番 大友 重善   ８番 佐々木幸一郎   ９番 佐々木 裕一 

  １０番 遊佐 恭一  １１番 柴山 真二  １２番 尾形  司 

  １３番 鈴木 幸博  １４番 福田 なほ子  １５番 邉見 勝寿 

  １６番 伊藤 惠子 

 

４ 欠席委員（なし） 

 

５ 報告事項 

  １．農家相談日について 

  ２．使用貸借権の合意解約による通知について 

  ３．農地法施行規則第２９条第１号による届出について 

 

６ 議事 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の許可について 

  第２号議案 農用地利用集積計画書審議について 

  第３号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項による意見に 

        ついて 

  第４号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請の意見決定について 

  第５号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定について 

 

７ その他連絡・報告事項 

 １．令和元年７月事業報告について 

 ２．令和元年８月事業予定について 

 ３．その他 

 

８ 農業委員会事務局職員 

  事務局長 菊地 和則 

  主  事 佐藤 汰一 
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９ 会議の概要 

事務局 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

遊佐恭一委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 定刻になりましたので、ただいまより令和元年第７回美里町農業委員会総

会を開会いたします。 

 開会に当たりまして、会長より挨拶をいただきます。 

 

 （挨拶内容省略） 

 

 ありがとうございました。 

 議事進行につきましては、美里町農業委員会会議規則第５条により、会長

が議長となり議事を整理するとありますので、会長、よろしくお願いします。 

 

 それでは、これより令和元年第７回美里町農業委員会総会を開催いたしま

す。 

 

 本日の出席委員は１６名全員であります。農業委員会に関する法律第２７

条第３項の規定を満たしておりますので、総会は成立しております。 

 

 次第の３番、議事録署名委員の選任でございます。会議規則第１５条１項

の規定により、議長よりお二人を指名いたします。１番小野保裕委員、２番

後藤幸太郎委員のお二人にお願いいたします。 

 

 それでは、報告事項１番に入ります。 

 農家相談日について、７月５日に農家相談を行っておりますので、担当の

委員より報告願います。 

 

 それでは報告します。農家相談は７月５日会長室にて、伊藤会長、佐々木

裕一委員、私、遊佐の３名で対応いたしまして、２件の相談がございました。 

 １件目は●●地区の●●●●さんという方で、相談内容は自分の親が、親

の兄弟に田んぼを譲渡すると約束をして、そのまま時間が経過し当時の事情

を知っている関係者も亡くなり、どうしたらいいかということの相談でした。

親の兄弟の子、即ち自分の従兄弟から申し出があり、自分としては親の約束

通り譲渡したいが、譲渡するにしても農家でない人に農地を売買するとかと

いう話にはなれないので、従兄弟ともう一度話し合いをするよう助言しまし

た。 
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議長 

 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

後藤幸太郎委員 

 

 ２件目は●●地区の●●●●●さんという方で、祖父名義の農地の名義変

更についての相談でした。なるべく経費がかからない方法をということで来

られましたが、法務局か司法書士に相談するようにとお話ししました。 

 以上でございます。 

 

 ご苦労さまでした。 

 

 続きまして、報告事項２番、使用貸借権の合意解約による通知について、

事務局より報告願います。 

 

 （報告事項２について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から報告事項２番、使用貸借権の合意解約による通知につ

いて報告いただきましたが、不明な点があれば再度説明をいたします。ござ

いませんか。 

 

 （なしとの声あり） 

 

 ないようですので、続きまして、報告事項３番、農地法施行規則第２９条

第１号による届出について、事務局より報告願います。 

 また、７月１６日に農地調査委員会において現地調査を実施しております

ので、事務局の報告終了後、農地調査委員会の担当委員より調査結果につい

ての報告をいただきます。 

 初めに、事務局より説明を願います。 

 

 （報告事項３について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 ありがとうございました。 

 引き続き、農地調査委員会の担当委員より、調査結果についての報告をお

願いいたします。 

 

 それでは、報告いたします。 

 農地調査委員会は、今月から小野保裕委員と委員長である私、後藤の２名
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議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

が担当し、伊藤惠子会長、邉見会長職務代理者、事務局から菊地局長の計５

名により、７月１６日に現地調査を行いました。 

 番号２について、現地は●●地区の●●●に位置しており、農地の一部に

通路敷を設置するものであります。面積は約１００平方メートルで、農地の

奥に設置する農機具収納用ビニールハウスへの接続通路敷で、転用許可を要

しない転用に該当しますので、この届出は適正と見てまいりました。 

 番号３について、現地は番号２と同じ、●●地区の●●●に位置しており、

農地の一部を農機具収納用ビニールハウスと通路敷を設置するものです。面

積は１００平方メートル未満で、番号２と番号３を合わせても２００平方メ

ートル未満であり、許可を要しない転用に該当しますので、この届出も適正

と見てまいりました。 

 以上、報告を終わります。 

 

 ご苦労様でした。 

事務局の説明と農地調査委員会の報告が終了いたしましたが、不明な点が

あれば再度説明をいたします。ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 ないようですので、続きまして、議事に入ります。 

 

 第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可についてを議題と

いたします。 

 また、７月１６日に農地調査委員会において、番号２６の現地調査を実施

しておりますので、事務局の報告終了後、農地調査委員会の担当委員より調

査結果についての報告をいただきます。 

 初めに、事務局より説明願います。 

 

 （第１号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終了しましたので、第１号議案、農地法第３条の規定による

許可申請の許可についてを審議いたします。質疑ありませんか。 

１３番鈴木幸博委員。 
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鈴木幸博委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １３番鈴木幸博です。 

 ２６番の議案ですが、ここの地番を見ると１０アール区画の田んぼなのか

なと思われるのですが、ここ近年の売買価格にしては１０アール当たり●●

●●●円は高いような感じがします。譲渡人、譲受人の合意のもとにという

ことであれば何も言う必要はないと思うのですが、農地として農地法第３条

調書の中にもこれからも農作物の栽培を行うということで書いてありますの

で、この●●●●●円という経緯を私たちもちょっと知っておいたほうがい

いかなと思うので、土地の形状なり場所なり、地図も添付されていませんの

でわかりませんので、その辺ちょっと事務局のほうから説明をお願いできれ

ばと思っております。 

 以上であります。 

 

休憩お願いします。 

 

 休憩します。（１３：５０） 

 

 再開いたします。（１３：５１） 

 

 では、事務局からもう一度お願いします。 

 

 １３番鈴木幸博委員に質問にお答えします。 

 この場所につきましては、国道●●●号線沿いの●●●●地区の●●●●

●●●●●の北側、国道●●●号線の道路斜め向かいでございます。今回は

農地法第３条の申請で出されましたが、もし、これが今回承認いただければ、

早ければ来月にでも営農型の太陽光ソーラーシステム設置の申請が提出され

る予定です。 

営農型の太陽光ソーラーシステム設置は美里町では初めてのケースになり

ます。営農型の太陽光ソーラーシステム設置は下には作物を、そしてトラク

ターが入れるぐらいの空間があって、その上に太陽光ソーラーシステムを設

置するというものになります。 

 ただ、今回は土地の所有権の売買だけですで、取り組む作物については明

確にされませんでしたが、来月申請となる見込みで、農地法第４条の３年間

の一時転用となりますが、その際にはきちんと取り組む作物は明確にするよ
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議長 

 

鈴木幸博委員 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

大友重善委員 

 

 

 

 

うにということで、今回は第３条申請のほうの受け付けを先行いたしました。 

 以上でございます。 

 

 ただいま、事務局から説明がありましたが、よろしいでしょうか。 

 

 はい、わかりました。 

 

そのほか質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第１号議案について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認め、第１号議案は原案のとおり許可といたします。 

 

 続きまして、第２号議案、農用地利用集積計画書審議についてを議題とい

たします。 

 事務局より説明願います。 

 

 （第２号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 ありがとうございました。 

 事務局の説明が終了しましたので、第２号議案、農用地利用集積計画書審

議について審議いたします。質疑ありませんか。 

７番大友重善委員。 

 

 ７番大友重善です。 

 議案番号●●●番についてお尋ねします。 

 今この農地には稲作、田んぼに米が作付されていると思いますが、今作付

最中の利用権の設定で、今まで●●●●さんが作っていたと思うのですが、

今度●●●●さんに代わるなら、これまでにかかった経費等、今年の稲作の



 7

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

大友重善委員 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

精算の際に厳しくなってくるような気がしますが、その辺はどうですか。 

 

 事務局、回答をお願いします。 

 

 ７番大友重善委員の質問にお答えします。 

 ご質問の内容が、この時期の利用権設定、１０アール当たり●●，●●●

円はおかしいのではないかということかと思いますが、特に●●，●●●円

は問題ないと思います。ここで示しているのは年間１０アール当たり●●，

●●●円です。ことしは中途で、出来秋までの期間が短いというのであれば

精算の方法はいくらでもあります。例えば年間１２月を、これから収穫まで

の月数で按分するとかという方法です。１０アール当たり●●，●●●円の

明示は問題ないと事務局では判断しております。 

 以上でございます。 

 

ただいま事務局から説明がありましたが、７番大友重善委員よろしいです

か。 

 

 はい、わかりました。 

 

 そのほかございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第２号議案について賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 第２号議案、農用地利用集積計画書審議については、４議案全て賛成です

ので、原案のとおり許可とし、町長に報告をいたします。 

 

 続きまして、第３号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

第３項による意見についてを議題といたします。 

 事務局より説明願います。 
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事務局 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 （第３号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 ありがとうございました。 

 事務局の説明が終了いたしましたので、議案番号７０番と７１番の２議案

について審議いたしますが、農業委員会等に関する法律第３１条により、１

１番柴山真二委員の退席を求めます。 

 

 休憩いたします。（１４：００） 

 

 再開いたします。（１４：００） 

 

 質疑はありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第３号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項による

意見について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 休憩いたします。（１４：００） 

 

 再開します。（１４：０１） 

 

 第３号議案は原案のとおり許可相当と意見を付し、農地中間管理機構へ進

達をいたします。 

 

 続きまして、第４号議案、農地法第４条第１項の規定による許可申請の意

見決定についてを議題といたします。 

 また、７月１６日に農地調査委員会において現地調査を実施しております
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事務局 

 

議長 

 

 

 

後藤幸太郎委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

ので、事務局の説明終了後、農地調査委員会の担当委員より調査結果につい

ての報告をいただきます。 

 初めに、事務局より報告願います。 

 

 （第４号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 ありがとうございました。 

 引き続き、農地調査委員会の担当委員より、調査結果についての報告をお

願いいたします。 

 

 それでは、報告いたします。 

 農地法第４条第１項の規定による許可申請の意見決定についての意見です。 

 番号３について、現地は●●地区の●●に位置しており、転用目的はアパ

ートの建設です。農地区分については、都市計画用途地域内であることから、

第３種農地に該当しますので、特に問題は見当たらず、許可相当と見てまい

りました。 

 なお、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

 ご苦労さまでした。 

 事務局の説明と農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、審議に入

ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第４号議案、農地法第４条第１項の規定による許可申請の意見決定につい

て、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。第４号議案、農地法第４条第１項の規定による許可

申請の意見決定については、原案どおり許可相当と意見を付し、宮城県知事

に進達をいたします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

後藤幸太郎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 続きまして、第５号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意

見決定についてを議題といたします。 

 また、７月１６日に農地調査委員会において現地調査を実施しております

ので、事務局の説明終了後、農地調査委員会の担当委員より調査結果につい

ての報告をいただきます。 

 初めに、事務局より説明願います。 

 

 （第５号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 ありがとうございました。 

 引き続き、農地調査委員会の担当委員より、調査結果についての報告をお

願いいたします。 

 

 それでは、報告いたします。 

 第５号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定につい

ての意見です。 

 番号１０について、現地は●●地区の●●●●に位置しており、転用目的

は資材置き場の建設です。農地区分については、１０ヘクタールの農地と接

続することから、第１種農地ではありますが、ほかに転用可能な農地もない

ことから、許可相当と見てまいりました。 

 なお、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

 ご苦労さまでした。 

 事務局の説明と農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、審議に入

ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第５号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定につい

て、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 
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議長 

 

 

 

議長 

 全員賛成と認めます。第５号議案、農地法第５条第１項の規定による許可

申請の意見決定については、原案のとおり許可相当と意見を付し、宮城県知

事に進達をいたします。 

 

 以上で、議事を終了いたします。 
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議 事 録 署 名 

上記、第７回定例総会の議事録に相違なきことを認め署名、捺印する。 

 

 

令和元年  月  日 

             会     長   

             署名委員 １番   

             署名委員 ２番   

 

 

 


